
平成22年度 静岡県立総合病院  

空調フィルター取換業務（平成22～23年度）委託契約書 

 

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院（以下「甲」という。）と○○（以

下「乙」という。）との間に次の委託契約を締結する。 

 

 （契約の目的と基本的義務） 

第１条 甲は、乙に対し本契約に定めるところにより業務の完成又は処理を請け負わせ、乙

は自己の裁量と責任で業務を完遂する義務を負う。 

２ 甲は、委託者として乙が本契約を遂行するのに必要な協力を行う。 

 （委託業務の内容） 

第２条 甲は、次の業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託し、乙はこれを受

託する。 

(1) 委託業務の内容 

   指定されたファンコイルユニット及びパッケージエアコンのフィルター交換業務等と

し、詳細は、別紙「静岡県立総合病院空調フィルター取換業務仕様書」及び付帯文書

（以下、「仕様書」という。）に定める。 

 (2) 対象設備 

  ア 所 在 地         静岡市葵区北安東４丁目27番１号 静岡県立総合病院内 

  イ 対象設備 院内に設置されたファンコイルユニット及びパッケージエアコン 

 （委託契約期間） 

第３条 この契約の期間は平成22年９月１日から平成23年５月31日までとする。 

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、契約をした日の属する年度の翌年度以降の法人予算に

おいて、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、本契約を解除するこ

とができる。 

３ 委託業務は特別な理由がない限り、下表の２期間の間に実施すること。 

第１期 第２期 

平成22年９月10日 

～平成22年12月10日 

平成23年４月１日 

～平成23年５月31日 

 （申出義務） 

第４条 乙はこの契約締結後の事情の変化により、この委託業務を遂行することが困難とな

り、若しくは甲に不利となるような事情が生じたときは、その都度、甲に申し出て必要な指

示を受けなければならない。 

 （実施計画書及び実施結果報告書の提出） 

第５条 乙は仕様書に定めた期日までに委託業務実施計画書及び実施結果報告書を甲に提出

しなければならない。 

 （検収及び瑕疵担保責任） 

第６条 甲は乙から実施結果報告書が提出されてから10日以内に作業内容について検収を実

施し、合否を乙に通知する。 

２ 乙は前項の検収の結果不合格となった時は、遅滞なく再作業を実施する。 

３ 第１項の検収に合格した場合も、後日、乙の責任に帰すべき事由による不良箇所が判明
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した場合は、乙の責任において直ちに再作業するものとする。 

 （委託料、支払方法及び遅延損害金） 

第７条 甲は、乙に対して委託業務を処理するための費用（以下「委託料」という。）とし

て金○○円（うち消費税及び地方消費税額××円）を支払うものとする。 

２ 委託料は、下表のとおり各期毎に分割で支払うものとする。 

第１期 第２期 

  

３ 乙は委託業務について、各期の業務終了後に甲の行う検収に合格した後に、請求書を提

出するものとする。甲は請求書を受理した月の翌月末までに委託料を支払うものとする。 

４ 甲は請求書を受理した後であっても第６条に定める瑕疵が発見された場合、甲は委託料

の支払いを拒む、又は既に支払った委託料の返還を求めることができる。 

５ 乙は正当な理由なく第３条第３項に定める期間に業務が終了しない場合は、地方独立行

政法人静岡県立病院機構会計規程第25条に定める延滞利息を納付しなければならない。 

 （再委託及び権利義務の譲渡等） 

第８条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は

業務の一部について再委託できる。 

２ 前項により再委託が認められた場合も、委託業務はすべて乙の責任において実施する。 

３ 乙は、第三者に対してこの契約によって生じる権利・義務を譲渡し又は継承させてはな

らない。但し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。 

 （法令上の責任） 

第９条 乙は、乙の従業員に対して雇用主として労働安全衛生法他、その他従業員に対する

関係法令上の責任をすべて負い、甲に対して一切の責任及び迷惑等を及ぼしてはならない。 

 （現場責任者等） 

第10条 乙は次の事項について乙の従業員を直接指揮命令する責任者を選任し甲に報告する。

甲は、病院及び患者等の安全確保等やむを得ない場合を除いて、乙の従業員に直接指揮命令

を行えないものとする。 

 (1) 委託業務の処理 

 (2) 委託業務の履行に関する甲との連絡及び調整 

 （事故報告） 

第11条 乙は委託業務の処理中に事故が発生した場合は、別に定める手順によって速やかに

甲に報告するものとする。 

 （立会及び監督） 

第12条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の処理について立会い、その履行

状況について監督することができる。 

 （秘密の保持及び個人情報の保護） 

第13条 乙は委託業務を処理する上で知り得た秘密及び病院事務に関する事項を第三者に漏

らしてはならない。 

２ 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報

取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（契約の変更） 
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第14条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、本契約を変更しようとす

るときは、その理由を記載した書面を提出し、相手方の承諾を得るものとする。 

 （契約の解除） 

第15条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しよう

とするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。 

２ 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認め

るとき。 

 (2) 甲がこの契約について不正の事実を発見したとき。 

 (3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。 

 (4) この契約の締結後の事情変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき 

３ 甲又は乙は、正当な理由により３か月の予告期間を持ってこの契約の解除をその相手

方に申し出たときは、この契約を解除することができる。 

 （損害賠償責任） 

第16条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなけれ

ばならない。 

 (1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。 

 (2) 前条第２項第１号から第３号まで又は第３項の規定によりこの契約が解除された場

合において、乙が甲に損害を与えたとき。 

２ 乙は、前条第２項又は第３項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、

甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。 

３ 乙は前項の賠償能力があることを証する書類を、甲に提出しなければならない。 

 （委託料の処理） 

第17条 第15条の各項によりこの契約が解除された場合の委託料の処理は、甲が認める既履

行部分に相当する金額をもって清算する。 

 （合意管轄） 

第18条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意

する。 

 （定めのない事項の処理） 

第19条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるところによるほか、必要な事

項については甲、乙協議の上決定する。 

 

 

 上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自そ

の１通を所持する。 
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  平成 年 月 日 

 

 

 

 

 （甲） 静岡市葵区北安東４丁目27番１号 

     地方独立行政法人静岡県立病院機構 

     静岡県立総合病院 院長 神原 啓文 ○印 

 

 

 

 

 （乙）  
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別 記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

第１ 基本的事項 

乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権

利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。 

第２ 取得の制限 

乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適

正な方法により取得しなければならない。 

第３ 安全管理措置 

乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講じなければならない。 

第４ 従業者の監督 

乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管

理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。 

第５ 再委託の禁止 

乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならな

い。 

第６ 複写又は複製の禁止 

乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供

された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

第７ 資料等の廃棄 

乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し

若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するも

のとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

第８ 目的外利用・提供の禁止 

乙は、甲の同意がある場合を除き、本業務以外の目的のために個人情報を自ら利用

し、又は提供してはならない。 

第９ 取扱状況の報告等 

甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自ら

その調査をすることができる。 

第10 事故発生時における報告 

乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったとき

は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 
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静岡県立総合病院空調フィルター取換業務仕様書 

１ 適用 

  この仕様書は、静岡県立総合病院空調フィルター取換業務に適用する。 

２ 概要・目的 

  県立総合病院の施設の内、ファンコイルユニットフィルター及びパッケージエアコンフ

ィルター取換等を行い、空調施設が円滑に運転されることを目的として行うものである。 

３ 疑義 

  仕様書その他に関する疑義の点は、予め契約前に明確にしておくものとし、契約後疑義

を生じた場合は、甲の指示に従わなければならない。 

４ 施工の原則 

(1) 本業務は、契約書、設計書及び仕様書に基づいて、監督員の指示に従い誠実に施工し

なければならない。 

(2) 業務の実施にあたっては、関係する諸法令を遵守し、乙の負担と責任において行うも

のとする。 

(3) 保守点検業務の中で、関係官公署、その他の者に対する届出、報告を要する場合、乙

は迅速に対応するとともに、必要な書類を作成しなければならない。 

(4) 業務を実施する上で、関係官公署、その他の者に対して交渉を要するときは、乙は遅

滞なくその旨を甲に申し出て協議するものとする。 

(5) 保守点検の結果、機能に支障をきたす事項があると判断した場合はただちに甲に報告

し、協議の上、速やかに補修、その他所要の措置を行うものとする。 

５ 請負人負担 

  次の各号に掲げる費用は乙の負担とする。 

 (1) 軽微な事項で仕様書及び設計書になくとも、施工上欠くことができない材料・機器

及び作業の費用 

(2) 軽微な事項で施工上障害となる物の撤去及び後片付けに要する費用 

(3) 点検整備の為、第三者に与えた損害で乙の責に帰すべきものの賠償に要する費用又

は施工のため既設工作物に与えた損害の復旧費用 

(4) 完成図書・写真等に要する費用 

(5) 軽微な事項で、工事中の危険防止に要する費用 

６ 損害賠償 

 作業は誠意をもって慎重に行うものとし、万一、構造物又は機器に損害等を与えた場

合は、速やかに甲に連絡して指示を受けると共に、乙の責任において事故復旧するもの

とする。 

７ 作業日時 

(1) 原則として８時30分から17時00分までとする。 

(2) 停電作業又は就業時間の伸縮・夜間作業・日祭日の作業を行う作業については原則

として15日前、それ以外の作業については10日前に協議し作業日程を決定する。 

(3) 上記の作業日程については、設備の運転状況により変更することがあるので作業日

の前日に確認すること。 

８ 現場管理 

作業中は、障害、火災その他事故発生を未然に防止することは勿論、労働基準法及び関
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係法規等を守り、円滑に点検整備を行わなければならない。万一、事故を起こした場合

は乙の責任において処理すること。 

９ 作業員 

(1)乙は十分な技術経験を有する作業員を派遣し、秩序正しく作業をしなければならない。 

(2) 乙が派遣した作業員が著しく不適当と認められた場合、乙は契約解除事由に相当す

ると認識し、誠意をもって対応するものとする 

10 後片付け 

 (1) 仕様工具の置き忘れ、ビス・ナットの脱落・残材の未処理等は、機器の二次的な事

故の原因となるので最終確認を十分行うこと。 

 (2) 作業箇所の清掃、後片付けを十分行うこと。 

11 書類の提出及び報告 

 (1) 乙は、作業を行う又は行った都度、甲に次の書類を提出し承認を得ること。 

 (2) 提出部数 

   実施計画書 １部（Ａ４版）、実施報告書 ２部（Ａ４版） 

12 実施計画書 

  別紙１の様式により実施計画書を作成し、提出すること。 

13 実施報告書 

別紙２の様式により作成し、作業内容及び確認された問題ヶ所等を明瞭にした書類及

び作業の概要がわかる写真等を添付する。なお、提出期限は原則として作業終了後30日

以内とする。 

14 実施内容及び対象設備 

  別表のとおりに各フィルターを作成（相当品で可）し、既存フィルターと交換する。な

お、効率がLLと表示されている相当品については、下記の仕様により作成すること。 

雰囲気温度 0～60℃ 
使用条件 

相対湿度 40～95％ 

初期圧損 8pa以下  

最終圧損 49pa以下  

平均効率 50％ （重量法） 

耐用時間 2,500h以上 （塵芥濃度0.15mg/m3）

15 実施日 

  外来部門等に設置されている設備のフィルター交換については、土日等の休診日に実施

する等、病院業務の支障にならないよう実施すること。 

16 費用区分 

  乙の負担となる経費は下表の通りとする。 

交換用フィルター本体 交換作業工賃 

既存フィルター廃棄料 

（6B病棟分22個については病院が処分する。
運搬費等通常付帯する費用 

17  この仕様書に記載のない事項は、法令の定めるところによる外、甲乙協議して決定す

る。 

別紙１ 
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総務室長 スタッフ長 室員 担当  

     

 

業務実施計画書 

 

１．委託業務名 

   

２．作業箇所 

   

提出年月日 平成  年  月  日（ 曜） 立入り   日前 

平成 年 月 日（ 曜）  時 分～  時 分 名

平成 年 月 日（ 曜）  時 分～  時 分 名

平成 年 月 日（ 曜）  時 分～  時 分 名

作業予定年月日

及び作業人員 

平成 年 月 日（ 曜）  時 分～  時 分 名

内  容 

 

影響及び 

安全対策 

 

作業責任者 

氏名・連絡先 

 

本院への 

依頼事項 

 

＊箇所ごとの作業工程等を詳細に記したものを別途添付すること。 

 

上記のとおり作業を行うので申請します。 

 

           宛 

 

作業責任者         印 

 

作業責任者の個人印でかまわない。FAXでの送付も可とする。 

別紙２ 
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総務室長 スタッフ長 室員 担当  

     

 

業務実施報告書 

 

１．委託業務名 

 

２．実施すべき内容 

内  容 

 

 

３．実施した内容 

月日 平成 年 月 日（ 曜）  時  分～  時  分 名

実施 

内容 

 

月日 平成 年 月 日（ 曜）  時  分～  時  分  名

実施 

内容 

月日 平成 年 月 日（ 曜）  時  分～  時  分  名

実施 

内容 

月日 平成 年 月 日（ 曜）  時  分～  時  分  名

実

施

年

月

日

人

員

内

容 

実施 

内容 

＊この用紙に記入し難いときは、概略を記入し、詳細は、適宜、別紙としてかまわない。 

 点検結果等は、別途、報告書を添付すること。 

 

上記のとおり委託作業を実施したので、報告します。 

 

  平成  年  月  日 

 

受託者                       印 
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別表

ＦＣＵフィルター（ユニットは昭和鉄工製）

現フィルター型番 効率 第1期 第2期

KLLK62S ＬＬ 220×261×50 0 51

KLLK62S-2 ＬＬ 220×261×50 220×261×50 0 128 2枚/1台

KLLK63S ＬＬ 261×292×50 0 37

KLLK64S ＬＬ 261×364×50 0 74

K62S 比色法65% 200×499×50 0 2

K62S-2 比色法65% 200×502×50 200×502×50 0 1 2枚/1台

K63S 比色法65% 261×292×50 0 1

K64S 比色法65% 261×364×50 0 6

K64S-2 比色法65% 261×364×50 261×364×50 0 3

KMP-FWH28-45 比色法65% 234×450×40 0 0

KMP-FWH28-65-2 比色法65% 234×580×40 234×730×40 0 0 2枚/1台

KMP-FWH28-65-3 比色法65% 234×450×40 234×580×40 234×730×40 0 0 3枚/1台

KMP-FWH28-73 比色法65% 234×730×40 2 2

KMPK604S 比色法65% 200×752×50 1 1

KMPK606S 比色法65% 200×1004×50 2 2

KMPK606S（α) ＬＬ 200×1004×50 7 0

KMPK62S 比色法65% 220×261×50 0 78

KMPK62S-2 比色法65% 220×261×50 220×261×50 0 52 2枚/1台

KMPK63S 比色法65% 261×292×50 0 35

KMPK63S-2 比色法65% 261×292×50 261×292×50 0 1 2枚/1台

KMPK64S 比色法65% 261×364×50 0 100

Y6003HC2BD 比色法65% 234×450×40 8 8

Y6003HC2BD（α) ＬＬ 234×450×40 30 0 同一寸にてLLの相当品を作成

大きさ 備　　　考

同一寸にてLL（ロングライフ）の相当品を作成



現フィルター型番 効率 第1期 第2期大きさ 備　　　考

Y6003HC3BD 比色法65% 234×580×40 13 13

Y6003HC3BD（α) ＬＬ 234×580×40 11 0 同一寸にてLLの相当品を作成

Y6003HC4BD 比色法65% 234×730×40 20 20

Y6003HC4BD（α) ＬＬ 234×730×40 16 0 同一寸にてLLの相当品を作成

Y6003HC6BD 比色法65% 234×450×40 234×580×40 28 28 2枚/1台

Y6003HC6BD（α) ＬＬ 234×450×40 234×580×40 36 0 同一寸にてLLの相当品を作成

Y6003HC8BD 比色法65% 234×580×40 234×730×40 72 72 2枚/1台

Y6003HC8BD（α) ＬＬ 234×580×40 234×730×40 64 0 同一寸にてLLの相当品を作成

YAFM807A 比色法65% 228×1830×60 0 10

YAFM847A 比色法65% 228×740×60 1 1

KMPK92S-2 比色法90% 220×261×50 220×261×50 0 2 2枚/1台

KMPK94S 比色法90% 261×364×50 0 4

合計 311 732



現フィルター型番 効率 第1期 第2期大きさ 備　　　考

PAC/FUフィルター（本体ユニットはダイキン製）

現フィルター型番 効率 第1期 第2期

KAFJ252L36 比色法65% 360×500×25 2 2

KAFJ537G160 比色法65% 145×662×30 145×662×30 145×662×30 145×662×30 7 6 4枚/1台 円形

AFTMS140A 比色法65% 515×575×35 0 11

KAFJ392K36 比色法65% 250×510×55 9 9

KAFJ392K36（α) ＬＬ 250×510×55 8 0

KAFP552H80 比色法65% 560×560×25 0 19

KAFJ537G80 比色法65% 145×861×30 145×861×30 28 28 2枚/1台 円形

KAFJ537G56 比色法65% 145×676×30 145×676×30 49 49 2枚/1台 円形

KAFJ537G36 比色法65% 145×461×30 145×461×30 80 80 2枚/1台 円形

VZ-90M-56F 比色法90% 610×610×290 305×610×290 1 1 2枚/1台

AST-28-90 比色法90% 610×610×150 10 10

AST-Z-90-(915) 比色法90% 610×915×150 17 17

AST-Z-90-(1220) 比色法90% 610×1220×150 2 2

ATMC-56-Q-D DOP計数法99.97% 610×1220×150 2 0

合計 215 234

総合計 526 966

大きさ 備　　　考

同一寸にてLLの相当品を作成

比色法にて効率65％の相当品を作成のこと
抗菌性能は不要



ロングライフフィルター作成参考写真 
 

 

 
 
 

 



平成22年度

静岡県立総合病院　　　　　　　　　設計書

業務場所　静岡市葵区北安東４－27－１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡県立総合病院

静岡県立総合病院　空調フィルター取換業務（平成22～23年
度）



 　

単　価 員数 単位 金　　額 摘　要

第１期分

材料費（詳細は別紙） 1 式

交換・廃棄費用 1 式

小計１

第２期分

材料費（詳細は別紙） 1 式

交換・廃棄費用 1 式

小計２

総合計

 消費税及び地方消費税額 5.0 ㌫

設計金額

 平成22年度静岡県立総合病院　空調フィルター取換業務（平成22～23年度）

名　　称
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